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　「退職届（改定請求書）」等を提出することにより、年金決定後から退職までの厚生年金被保険者期間
や標準報酬等を含めて計算された年金額に改定され、年金が支給されます。
　しかしながら、年度末退職者の年金額の改定手続き（支給停止の解除）については、対象者が多数の
ため、事務処理に一定の期間を要します。このため、6月の定期支給期（4、5月分）では、支給停止の
解除が間に合わず、6月に送付される「年金支払通知書」には［在職停止］と表示されます。
　公立学校共済組合本部での手続きが完了し、改定後の年金が支給される時期は、８月定期支給期以降
の予定となりますので、あらかじめご了承ください。

　　一般組合員 … 教諭･事務職員･フルタイム再任用職員･任期付職員
　　　　　　　　  フルタイム会計年度任用職員（13月以降）等

　　短期組合員 … 臨時的任用職員･短時間再任用職員（20H/週超）
　　　　　　　　  短時間会計年度任用職員（20H/週超）･非常勤職員
　　　　　　　　  フルタイム会計年度任用職員（13月未満）等
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令和５年度末退職に関する手続き

すでに年金受給者である方が退職する場合（一般組合員）

　令和５年度末退職者の手続きにつきましては、文書及びWeb説明会動画（右ページ参照）にてご案内
します。

〔手続きのご案内〕
・年金関係の手続き書類については、所属所からの報告をもとに、一般組合員のみ随時所属所へ送付しま

す。
・年金関係以外の手続き等については、令和６年１月２９日付け事務担当者あて事務連絡または奈良支部

ホームページの組合員専用ページでご確認ください。

〔提出書類〕
・「退職届書(共済組合提出用)」または「退職届書(年金改定請求書)」等 … 用紙は共済組合から送付
・「任意継続組合員資格取得申出書」 … 加入希望者のみ

〔提出期限〕
・退職届書等、年金関係書類：3月２９日（金）
・「任意継続組合員資格取得申出書」：4月１９日（金）までに提出及び掛金納入

〔連絡事項〕
・「任意継続組合員資格取得申出書」の様式は、個々に送付しませんので、上記事務連絡または奈良支部 

ホームページの組合員専用ページより取得してください。
・生年月日が昭和3 ５年4月1日以前の一般組合員の方には、「退職届書(年金改定請求書)」を送付します。
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　支給開始年齢に達していない方は、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や、地共済年金情報Web
サイトにより年金見込額を確認できます。
　詳細は当共済組合ホームページでご覧いただけます。

（１）動画視聴開始日と終了日
　　　開始日：令和６年2月1日（木）
　　　終了日：令和６年3月31日（日）

（２）動画配信の内容
　　　●退職後の医療保険について
　　　●年金の退職改定手続きについて
　　　●年金制度について
　　　●退職届書の提出について

（３）掲載場所
　　　当支部ホームページ （https://www.kouritu.or.jp/nara/）組合員専用ページ内

▼詳細は当共済組合ホームページでご覧いただけます。

　　    トップページ  ピックアップ情報  年金加入記録や年金見込額を知りたいとき

年金見込額の確認方法について

Ｗｅｂ説明会動画視聴方法について

ログインには、
●組合員番号
●パスワード
　「N+＠+生年月日(西暦)」
　の入力が必要です。
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　老齢・退職給付の年金受給者のうち、以下のアからウまでのいずれかに該当する方は、在職中、年金の
全部または一部が支給停止されることがあります。

　　　ア　 民間会社等に勤務して厚生年金保険に加入している方または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所
に勤務している方

　　　イ　国会議員・地方議会議員の方
　　　ウ　常勤の公務員など一般組合員として在職している方（障害給付の年金受給者も対象です。）

留意事項
●前記ウに該当する方は、経過的職域加算額、退職共済年金の職域年金相当部分の額および退職年金（年

金払い退職給付）も支給停止されます。
●前記ウに該当する方で障害給付を受けている方は、経過的職域加算額、障害共済年金の職域年金相当

部分の額および公務障害年金のみ停止されます。
●複数の実施機関※１から年金の支給を受けている方が在職中の場合、当共済組合が支給する年金だけ

でなく全ての年金額を合算した金額により計算し、各実施機関の支払額に応じて按分した金額が支給
停止されます。

●加給年金額が決定されている方※２については、支給停止額の計算の結果、年金の月額が全額支給停
止となる場合には、加給年金額も全額支給停止されます。

※１　厚生年金の決定等を行う機関（当共済組合や日本年金機構、日本私立学校振興・共済事業団等）のことです。
※２　６５歳未満で障害者特例または長期加入の特例に該当する方は、在職中は定額部分の額および加給年金額が

全額支給停止されます。

用語について
賃金の月額 →「勤務先で決定される標準報酬月額＋（直近1年間の標準賞与額×1/12）」の額。

年金の月額 →支給停止額の計算の対象になる年金は、「（退職共済年金＋老齢厚生年金）×1/12」の額。
　　　　　　　 経過的職域加算額、退職共済年金の職域年金相当部分の額、加給年金額および経過的加算額

は計算の対象外です。

イメージ図

３階 ・退職共済年金 （経過的職域加算額）
・退職年金 （年金払い退職給付）

２階 厚生年金

１階 基礎年金（国民年金）
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年金受給者の方が働いている場合

支給停止額（月額）＝｛ （ 賃金の月額 ＋ 年金の月額 ）ー 48万円 ｝× 1/2計算方法

在職支給停止なし

厚生年金保険等に加入して
勤務すると、報酬額等に 
応じて在職支給停止

一般組合員になる（＝公務員
の共済組合の年金制度に 
加入する）と、全額停止
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１　医療保険制度の選び方
制度の違いをご確認いただき、ご自身にあった健康保険制度をご選択いただく必要があります。
次のフローチャートを参考にしてください。

２　任意継続組合員制度とは
退職後も引き続き当共済組合の短期給付を受ける制度です。
※退職日の前日まで、引き続き１年以上の組合員期間がなければ加入できません。
（１）給付の内容
　　　在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができ、共済組合独自の給付があります。
　　　※受けられない給付：傷病、出産、休業、育児休業、介護休業手当金
　　　　傷病、出産手当金については、現職中に支給事由が生じている場合に限り支給対象となります。
（２）掛金（保険料）
　　　掛金率は在職中と比較すると２倍になります。
　　　これは、在職中に雇用主が負担していた分をご自身で負担することになるためです。

（３）加入できる期間
　　　最長２年間
（４）手続き
　　　退職の日から２０日以内に申出、かつ掛金を納入する必要があります。
　　　※期日を過ぎると任意継続組合員の加入資格がなくなります。
　　　　また、任意での加入となりますので、共済組合から申出の催促などは一切いたしません。

掛金 ( 保険料 ) の算出方法 (1 か月分 )

給付内容	 ：在職中とほぼ同じ
掛金 ( 保険料 )	 ：事業主負担がなくなるため、現職時のほぼ２倍
その他	 ：退職日から 20 日以内に申出及び掛金納入が必要
窓口	 ：当支部　給付 ･年金係

給付内容	 ：法定給付のみ（附加給付がない）
掛金 ( 保険料 )	 ：前年の収入をベースに算出・世帯で上限額がある
その他	 ：被扶養者制度がない
窓口	 ：住所地の市町村役場の国民健康保険担当

給付内容	 ：健康保険又は共済組合により異なる
掛金 ( 保険料 )	 ：被扶養者となるため、掛金 ( 保険料 ) の負担はなし
その他	 ：退職日の翌日から被扶養者となれるか確認が必要
窓口	 ：ご家族が加入されている医療保険担当者

給付内容	 ：健康保険又は共済組合により異なる
掛金 ( 保険料 )	 ：再就職先、給料額により異なる
その他	 ：退職日の翌日から加入となるのか確認が必要
窓口	 ：再就職先の医療保険担当者

スタート

ＹＥＳ ＮＯ

ＹＥＳ ＮＯ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

任意継続掛金の算定の
標準となる額 掛金率×

任意継続掛金は、１年
又は半年分をまとめて
お支払いいただきます。【例】任意継続掛金の算定の標準となる額が左

　  　の②となり、40歳以上の場合の金額
380,000×93.20/1000＋
　  380,000×15.92/1000＝41,465円

令和６年度の掛金率
○短期任意継続掛金率：93.20/1000
○介護任意継続掛金率：15.92/1000
　( 介護掛金は 40 歳以上 65 歳未満 )
※円位未満の端数切り捨て

以下の①～②のうち低い額
①退職時の標準報酬月額
②前年の 9 月 30 日における当共済組合全組合員の標準
報酬月額の平均額　
( 参考：令和６年度は 380,000 円 )

退職後の医療保険制度について
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給　付　名 給　　　付　　　要　　　件

出　産　費
・1年以上組合員であった者が退職後、6か月以内に出産したとき
・任意継続組合員が出産したとき
・任意継続組合員の資格を喪失後、6か月以内に出産したとき

埋　葬　料

・組合員が退職後、3か月以内に死亡したとき
・任意継続組合員が死亡したとき
・任意継続組合員の資格を喪失後、3か月以内に死亡したとき
　（埋葬料については、組合員期間が1年以上なくてもよい）

出産手当金 ・1年以上組合員であった者が退職の際、出産手当金を受ける要件を満たしていたが、　
給料支給との調整により出産手当金を受けないで退職したとき

傷病手当金

・1年以上組合員であった者が退職の際、公務によらない傷病により勤務に服せず、傷
病手当金を受けているとき

・1年以上組合員であった者が退職の際、傷病手当金を受ける要件を満たしていたが、
傷病手当金を受けないで退職し、なお引き続いて労務に服せないとき

※ 令和4年10月1日の制度改正により共済組合に移行となった方は、移行前の引き続く健康保険組合の被保険
者期間も通算し、1年以上あれば退職後の給付要件を満たす経過措置があります。

退職後（資格喪失後）に受けることのできる短期給付

　病気やケガによる特別休暇または休職期間中に退職する組合員で、以下の支給要件をすべて満たす方は、退
職後に傷病手当金の給付を受けることができる可能性があります。請求を希望される方はお問い合わせ下さい。

支給要件
・組合員(任意継続組合員を除く)であった期間が1年以上ある。
・公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務に服することができない状態が退職後 
　も継続する。
・退職日を含め、連続して勤務に服せない日が４日以上続いた。

注意点
・傷病手当金を請求する場合、退職時点の所属所を経由して提出してください。
・障害事由の年金や退職老齢年金等を受給する場合、傷病手当金の給付額は調整されます。
・他の組合の組合員（または他の健康保険の被保険者※）の資格を取得した場合は、受給できません。
　※国民健康保険、他の健康保険等の被扶養者は除きます。

退職後の傷病手当金の請求について



退職時に公立学校共済組合奈良支部の貸付未償還金がある場合は、
即時償還していただきます。

●他府県の公立学校共済組合へ転出する場合
　転出先の支部で引き続き償還することができます。新所属所が決まり次第、貸付担当までご連絡ください。

●他の共済組合（国や市町村など）へ転出する場合
　退職の場合と同様に、未償還金を即時償還していただきます。
　未償還金は転出先の共済組合で借り換えることができます。手続きには当共済組合発行の「残高証明書」
が必要ですので、貸付担当までご連絡ください。

退職手当から
控除する

退職手当の
支給がない

退職前に全額
繰上償還する

退職手当から未償還金が
控除できる場合

退職手当から控除しても
未償還金が残った場合

２月２６日（月）までに
所属所へ全額繰上の申し
出てください。
所属所より共済組合へ連
絡があります。

手続きの必要はありません。

共済組合から本人あてに納付書を
送付しますので期日までに振り込
んでください。

共済組合から繰上申出書と納付書
を送付しますので、
３月 2 ２日（金）までに振り込んで
ください。

　４月、５月に保険料の引き落としがある方については、退職手当から未償還金控除後も、
一旦保険料が引き落とされます。
　これは、退職手当からの控除の時期が４月から５月になり、当共済組合から保険会社へ 
控除の情報を提供する前に引き落とし日が到来するためです。
　引き落とし後、概ね２か月後に精算されますので、口座を閉鎖しないようお願いします。
　※団体信用生命保険は、住宅貸付け、教育貸付けを借り受けされている方が対象です。

退職者
特集

退　　職

共済組合が変わるとき

当共済組合へ未償還金が返済されるまでの間は利息が生じますので、手続はお早めにお済ませください。
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退職または共済組合が変わるときの貸付金の償還について

退職者の団体信用生命保険の保険料引き落としについて



[認定基準年額]
　年額130万円未満（障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60
歳以上の者については、年額180万円未満）
　ここでの年額とは、毎年１月から１２月までといったことではなく、どの月からも向こう１２か月間を
いいます。

[認定基準月額]
　108,334円未満（障害年金受給者又は60歳以上の者：150,000円未満）
　収入額が毎月異なる場合に、３か月連続してこの月額を上回れば、認定できなくなります。なお、雇用
契約上で超えている場合（最初から基準額を下回る見込みがないなど。試用期間やトライアル期間も含み
ます。）や雇用契約の変更、アルバイトの追加などでこの月額を超える場合は、採用時又は雇用契約変更
時から、認定できません。

[認定基準日額]（雇用保険による基本手当受給者）
　3,612円未満（障害年金受給者又は60歳以上の者：5,000円未満）
　この額を超える場合、受給中は認定できません。

※ なお、たとえ認定基準額内の収入であっても、組合員による生計維持関係がなければ、被扶養者として
認定を継続することはできません。

　別居する親族を認定するときや住所変更に伴い組合員と別居することになった被扶養者を継続して認定
する場合、送金額（仕送り額）を決定し、毎月定期的に送金をおこなっていただくこととし、検認時に確
認をおこなっています。
　被扶養者の収入状況に変更があった場合、当初決定した送金額では認定条件を満たさなくなる場合があ
りますので、被扶養者の収入状況等に変更があった場合は確認をお願いします。
　「送金額が不足している」「毎月定期的に送金していない」「被扶養者が仕送りを必要としていない」等
が判明した場合は認定取消となりますので注意してください。

認 定 基 準 額

～別居被扶養者に係る送金について～

　取消日は、認定要件を欠いた日まで遡ります。その日以後の医療機関等での診療分は、医療費等を全額
返還していただくことになります。また、国民健康保険に遡及加入となることや配偶者であれば国民年金
の支払いや扶養手当の返還なども生じる可能性があります。このようなことにならないよう、被扶養者の
収入状況などは常に把握し、認定要件を欠くときにはすみやかに認定取消の手続きをお願いします。

遡及して認定取消となれば･･･

　引き続き、被扶養者の収入を把握いただき、要件（下記参照）を満たさなくなった場合は
速やかに取消手続きを進めていただくよう、ご協力をお願いします。

被扶養者認定要件の確認（検認）について、ご協力ありがとうございました

お知らせ
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お知らせ

保健福祉係からのお知らせ

ヘルスアップセミナーの様子について

１．健診事業の申込みは、Web申込（e古都なら）に変更します！

２．ホテル	リガーレ春日野　宿泊及び食事利用補助の内容を一部変更します！

下記事業に対して、紙による申込からWeb申込に変更します。

事業名 対象者 申込時期（予定） 受診期間（予定）

人間ドック 組合員（一部、年齢制限有） 令和6年4月
令和6年6月～

令和7年3月中旬
脳ドック 40歳以上の組合員 令和6年4月

被扶養配偶者ドック 40歳以上の被扶養配偶者 令和6年4月

婦人科検診 女性組合員 令和6年5月
令和6年7月～

令和7年3月中旬

　令和6年4月1日より下表の新制度のとおり取扱います。ただし、令和6年3月31日までは、 
現行制度でご利用いただけます。
　なお、補助上限回数などに変更はありません。

令和6年3月31日まで（現行） 令和6年4月1日より（新制度）

宿泊補助 1人1泊6,000円以上（税金・サービス料込み）
のお支払いで3,000円補助

1人1泊6,000円以上（税金・サービス料抜き）
のお支払いで3,000円補助

食事補助
（会食）

1回の食事4,000円以上（税金・サービス料込み）
のお支払いで2,000円補助

1回の食事4,000円以上（税金・サービス料抜き）
のお支払いで2,000円補助

食事補助
（レストラン）

1回の食事1,000円以上（税金・サービス料込み）
のお支払いで500円補助

1回の食事1,000円以上（税金・サービス料抜き）
のお支払いで500円補助

　令和5年12月26日午後にホテル リガーレ春日野で開催し、30名の方にご参加いただきました。
　前半は生活習慣病予防セミナーについての講義とウォーキング
を行い、後半は肩こり腰痛予防のストレッチを行いました。

久しぶりに身体を動かして
スッキリしました！	
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春の不調対策 

 

 

 春は環境が変わる季節である一方、約９割の人が体と心に様々な不調を感じる時期と言われています。  

予防と対策を十分に行い、春の不調を防ぎましょう。 

インフルエン

ザ感染の恐れ

があるときは、

すぐに医療機

関を受診しま

しょう。 

★春の不調チェックリスト １つでも当てはまる方は予防と解消のために生活習慣を見直しましょう 

□体がだるい               □イライラする 

□やる気が出ない             □昼間眠くなる 

□目ざめが悪い              □夜眠れない 

 
春は環境の変化に加えて朝晩の寒暖差も大きい時期であり、内臓の働きや代謝・体温をコントロール

する自律神経が乱れやすいといわれています。自律神経には朝から昼の活動時に働く交感神経と夕方

から夜にかけて働く副交感神経があり、２つのバランスが乱れると疲れ・だるさ・気分の浮き沈みと

いった心と体の不調があらわれやすくなります。 

★春はなぜ不調が起きやすいの？ 

 

交感 

神経 

副交感 

神経 

★春の不調 朝の対策 
 
★春の不調 夜の対策 

① 毎日決まった時間に起きる 

毎日決まった時間に起床し、体内時計の 

ずれをリセットしましょう。 

 

② 朝日を浴びる 

起床したらカーテンを開け、太陽の光に当

たることで脳と体が目覚めます。 

 

③ 朝食をしっかり食べる 

朝食をとることで体温や血糖値が上がり体

が目覚めます。とくにタンパク質は体内時

計を調節してくれます。起床後白湯を１杯

飲むのもおすすめです。 

① 夕食を寝る２時間前までに済ませる 

夕食の消化を終えないまま就寝すると睡眠の質が低下する上太り

やすくなります。できるだけ寝る２時間前までに済ませましょう。 

 

②食物繊維の多い食材を 

主食にはそばや麦ご飯、おかずは緑黄色野菜や根菜など食物繊維の

多い食材を中心に消化の良いものを選びましょう。 

 

③ 寝る前のアルコールは控えましょう 

寝酒は深い睡眠の妨げになるため寝る２時間前までに済ませまし

ょう。 

 

④ できるだけ湯船につかり入浴がおすすめ 

入浴は４０℃程度のぬるま湯に１０～１５分つかりましょう。 

 

⑤ 快適な室温、湿度を設定 

室温２０～２６℃、湿度５０～６０％の理想的な寝室環境を。 

 

⑥ 寝る前のスマートフォン、パソコンは NG 

副交感神経を正常に働かせるため、寝る前のスマートフォン、パソ

コン操作は控えましょう。 

今から生活リズムを整え

て、春の不調を未然に 

防止しましょう！ 

自律神経のバランスを正常に

保つためには、生活リズムを

整えることが大切です 

 

 

季節の変わり目は要注意！ 
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お申込み・お問い合わせは ▶ ホテル  リガーレ春日野  ☎0742－22－6021
受付時間 9:00～19:00
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